
 

－ 1 － 

議案第５０号 

目黒区立児童館条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和４年９月６日 

提出者 目黒区長  青   木   英   二 

 

目黒区立児童館条例の一部を改正する条例 

目黒区立児童館条例（昭和４９年３月目黒区条例第１８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表第１中 

 

を 

 

 

 

に、 

 

 

を 

 

 

 

 

に改める。 

 別表第２中 

 

 

 

同   原町住区センター児童館 同     南一丁目８番９号 

   

同   原町住区センター児童館 同     南一丁目８番９号 

同   碑住区センター児童館 同     碑文谷二丁目１６番

６号 

  

同   八雲住区センター児童館 同     八雲一丁目１０番５

号 

   

同   八雲住区センター児童館 同     八雲一丁目１０番５

号 

同   東根住区センター児童館 同     東が丘一丁目７番１

４号 

 

 

同   向原住区センター

児童館目黒本町分室 

同     目黒本町二丁目１番２０号 

 

「

「

「

「

「

」

」

」

」



 

－ 2 － 

   碑老人いこいの家 

   碑住区センター児童館」 

  東根老人いこいの家  」を 
「同   東根老人いこいの家 

 同   東根住区センター児童館」 

に改め、同表同東根住区センターの項中「同 

 

 

を 

 

 

に改める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、別表第１の改正規

定（目黒区立碑住区センター児童館に係る部分に限る。）及び次項の規定（

目黒区立住区センターの設置及び管理の基本に関する条例（昭和５１年１０

月目黒区条例第３６号）別表２同碑住区センターの項の改正規定に限る。）

は、規則で定める日から施行する。 

（目黒区立住区センターの設置及び管理の基本に関する条例の一部改正） 

２ 目黒区立住区センターの設置及び管理の基本に関する条例の一部を次のよ

うに改正する。 

                                 「同 

                                  同  

 

 

 

 

改める。 

 

（説明） 児童館を増設し、原町住区センター児童館ひもんや分室を廃止する

とともに、目黒区立住区センターの設置及び管理の基本に関する条例の規定

の整備を行うため、条例改正の必要を認め、この案を提出します。 

  

同   向原住区センター

児童館目黒本町分室 

同     目黒本町二丁目１番２０号 

 

 

同   原町住区センター

児童館ひもんや分室 

同     碑文谷二丁目８番９号 

  

「

」

」

別表２同碑住区センターの項中「同   碑老人いこいの家  」を 

に 


